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広
告
欄
）

　

老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）は
、
20
歳
か
ら

60
歳
に
な
る
ま
で
の
40
年
間
保
険

料
を
納
め
な
け
れ
ば
、
満
額
の
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ

な
ど
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済

期
間
が
40
年
間
に
満
た
な
い
場
合

は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で

の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、

満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
た
め
に
は
、
保
険
料
の
納
付
済

期
間
や
保
険
料
の
免
除
期
間
等
が

原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要
に
な

り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た
し

て
い
な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る

ま
で
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
た
だ
し
、
昭
和
40
年
４

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
に
限

ら
れ
ま
す
）

　

ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本

国
籍
を
持
つ
方
も
、
国
民
年
金
に

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、

口
座
振
替
が
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、
保
険
料
が
自
動
的
に
引
き
落

と
さ
れ
る
の
で
金
融
機
関
な
ど
に

行
く
手
間
が
省
け
る
う
え
、
納
め

忘
れ
も
な
く
、
と
て
も
便
利
で
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
に
は
、
当
月

分
保
険
料
を
当
月
末
に
振
替
納
付

す
る
こ
と
に
よ
り
、
月
々
50
円
割

引
さ
れ
る
早
割
制
度
や
、
現
金
納

付
よ
り
も
割
引
額
が
多
い
６
ヶ
月

前
納
・
１
年
前
納
・
２
年
前
納
も
あ

り
、
大
変
お
得
で
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、

納
付
書
ま
た
は
年
金
手
帳
、
通
帳
、

金
融
機
関
届
出
印
を
持
参
の
う
え
、

ご
希
望
の
金
融
機
関
ま
た
は
年
金

事
務
所
、
町
保
健
福
祉
課
健
康
推

進
係
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

小
諸
年
金
事
務
所
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町
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
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）２
５
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４

国
民
年
金
保
険
料
は

口
座
振
替
が
お
得
で
す
！

国
民
年
金
の

任
意
加
入
制
度

国
民
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

国
民
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

職　　種
普通の仕事をしながら予備自衛官として活躍！

予備自衛官補 幹部自衛官として部隊のリーダーに！

自衛隊幹部候補生（一般）
一般 技能

受験資格 18歳以上34歳未満 18歳以上で保有する技能
に応じて53～55歳未満

22歳以上26歳未満

（修士課程修了者は28歳未満）

受付期間 受付中～4月8日（金） 受付中～5月6日（金）

採用試験 4月15日（金）～19日（火）のうち１日 第一次試験　5月14日（土）・15日（日）

採用時期 平成28年7月 平成29年3月下旬～4月上旬

採用身分 非常勤の特別職国家公務員 特別国家公務員（自衛官）

処　　遇 教育訓練手当　日額7,900円、交通費 ―

俸　　給 ― 217,200円（受験内容等で変わります）

手　　当 ― 地域手当、寒冷地手当、航海手当、
期末勤勉手当等（教育機関終了後）

問い合わせ先　自衛隊長野地方協力本部上田地域事務所　0268（22）5267

予備自衛官補・自衛隊幹部候補生募集予備自衛官補・自衛隊幹部候補生募集
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問い合わせ先 税務課
内線 42・43・49

保健福祉課
（31）2512

町民課
内線 74・76

建設水道課
内線 39・38（住宅）　内線 15・36・37（上下水道）

月
分

納期限
および

口座振替日

町税 保険料 利用料・使用料・負担金

町県
民税

固　定
資産税

軽自動車
税

国民健康
保 険 税

後期高齢
者医療
保険料

介　護
保険料
（普徴）

介護予防
支援事業
利用料

保育料
延　長
保育料

町営住宅
使 用 料

住宅駐車
場使用料

下水道
負担金

水　道
使用料
※1

下水道
使用料
※2

農集排
使用料

個別排水
使 用 料

住宅資金
償 還 金

4 ５月２日㈪ １期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ５月31日㈫ １期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ６月30日㈭ １期 1期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ８月１日㈪ 2期 2期 1期 1期 ○ ○ ○ ○ ○ 1期 ○ ○ ○

8 8月31日㈬ 2期 3期 2期 2期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 9月30日㈮ 3期 4期 3期 3期 ○ ○ ○ ○ ○ 2期 ○ ○ ○

10 10月31日㈪ 3期 5期 4期 4期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 11月30日㈬ 4期 6期 5期 5期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 12月26日㈪ 4期 7期 6期 6期 ○ ○ ○ ○ ○ 3期 ○ ○ ○ ○ ○

1 １月31日㈫ 8期 7期 7期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ２月28日㈫ 9期 8期 8期 ○ ○ ○ ○ ○ 4期 ○ ○ ○ ○ ○

3 3月31日㈮ 10期 9期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

町税等の納期限一覧表
平成28年度

注１  御代田小沼水道使用料です。佐久水道使用
料は佐久水道企業団（0267（62）4085）へ
直接お問い合わせください。

注２ 公共下水道使用料および特定環境保全公共
下水道使用料です。

納期限の日に預貯金から自動的に引き落とされますので
●納期ごとに金融機関などの窓口にお出掛けいただく必要がありません。
●納め忘れがなくなります。
申込方法　税等担当課窓口または口座振替取扱金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入・捺印しご提出ください。
口座振替取扱金融機関　八十二銀行　三井住友銀行　上田信用金庫　JA佐久浅間　郵便局

便利で確実！　口座振替をご利用ください

　平成28年度が始まりました。平成27年度以前分の税金・料金等の納め忘れがないかご確認ください。未納がありまし
たら早急に納めてください。

納め忘れはありませんか？
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